
                                

津波対策実施要領 

 

改正 令和７年６月２５日  

 

（目的） 

第１ 本実施要領は、予め津波に対する船舶等の対応を定めておくことにより、大津波・

津波警報、津波注意報（以下「津波警報等」という。）及び南海トラフ地震に関連す

る情報のうち、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地震注意）が発表さ

れた場合の京浜港東京区における迅速な人命、財産の保護及び船舶交通の安全確保

を図ることを目的とする。 

 

（情報伝達） 

第２ 委員長は、京浜港長（東京）から勧告が発表された場合は、以下の方法により委員 

に伝達する。 

 （１）台風・津波等対策委員会会則第６条に規定する連絡系統 

 （２）東京湾海上交通センターからのＡＩＳ及び国際ＶＨＦ無線による情報提供（Ｃｈ

１６，Ｃｈ１２，Ｃｈ１３，Ｃｈ１４，Ｃｈ６６，Ｃｈ６９） 

 （３）海の安全情報 

 （４）巡視艇等による周知 

 

（勧告への対応） 

第３ 委員は、前条のいずれかの方法により勧告を入手した場合、関係者及び関係船舶

に勧告の内容及び別表の対応策を講じるよう周知徹底を図ること。 

２ 委員は、京浜港長（東京）からの勧告を入手する前に、気象庁から発表された津波

警報等又は南海トラフ地震に関連する情報のうち、南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震警戒又は巨大地震注意）を得た場合は、人命の安全確保を最優先とし、当該勧告を

待つことなく関係者及び関係船舶に速やかに別表の対応策を講じるよう周知徹底を

図ること。 

３ 委員のうち、係留施設の管理者は、管理岸壁及び港内海域への津波の影響を勘案

し、当該岸壁を使用する船舶が安全且つ的確に避難できるようマニュアルを作成す

ること。 

４ 委員は、関係者及び関係船舶等に別表の対応策及び前項に規定するマニュアルに

ついて予め周知徹底を図ること。 

 

（陸上避難場所の確保） 

第４ 委員のうち、係留施設の管理者は、船舶乗組員等の陸上避難に備え、予め関係機関

と調整のうえ避難場所等を選定しておき、関係者に周知を図ること。 
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